
 
 
 

【相談はどのように申し込むのですか？】 

まずは電話でご連絡ください。「相談したいのです

が・・・」とお話ししていただくと，支援部につながりま

す。 
 

【あまり大げさにしたくないのですが・・・】 

相談内容は，秘密を厳守いたします。安心してご相

談ください。 
 

【障害があると判定されていないのですが・・・】 

障害の診断の有無は問いません。 

 

【拓桃支援学校に入学する予定はないのですが・・・】 

本校の相談は，相談される方の「気になっていること」

「困っていること」に応じるものです。本校への入学を

前提とする相談ではありませんので，安心してご相談く

ださい。 

 

【相談しても，ただの愚痴になってしまって問題解決は

できなそうなのですが・・・】 

問題の解決に限らず，保護者の方のお考えを整理

する場として，相談を使っていただくこともできます。 

 

【小さい子どもを連れて行っても大丈夫ですか？】 

何も問題ありません。相談を行う部屋には，小さなお

子さんが自由に遊べるおもちゃがあります。相談時間

は１回あたり４５分を目安にしています。 

 

＊相談は無料です。 

 

 

 

相談・研修の申し込み先 

     022（391）6551 

9:00～16:30 （月曜日～金曜日） 

担当：支援部（佐藤・安藤） 

   

 

 

◇電車   仙山線「陸前落合駅」より徒歩１０分 

  ◇車     仙台駅より２０分，仙台宮城ＩＣより７分 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆所在地 

〒989-3126 
仙台市青葉区落合四丁目 3番 17-2号 
           TEL 022-391-6551 
           FAX 022-391-6552 

◆学校ＨＰ   https://takuto.myswan.ed.jp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県立拓桃支援学校 

拓桃支援学校は，宮城県立こども病院に併設する

肢体不自由・病弱教育の特別支援学校です。 

 

相談に関するＱ＆Ａ 

アクセス 

https://takuto.myswan.ed.jp/


 

 

 本校では，障害のあるお子さんが地域で楽しく 

のびのびと生活できることを願って教育相談を 

行っています。普段の生活や学習，就学や進路 

のことで困っていたり悩んでいたりしていませんか。 

本校の教員がお話をうかがいます。 

お気軽にお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●病気や身体に不自由のあるお子さんについて 

心配なことがある方 

●幼稚園・保育所・通園施設・小中学校の先生 

●お子さん本人や保護者の方 

●関係機関の方 

●宮城県立こども病院に通院中，入院中のお子さんや 

保護者の方 

 

   

本校は医療機関ではありませんので， 

治療等に関することにはお答えできません。 

 

 

  

 

●未就学のお子さんの就学に関すること 

・就学の相談は，いつ頃から始めればよいですか。 

・就学先はどんな手続きで決まっていくのですか。 

・どんな学校で学ぶことができますか。 

 

●小中学生の進路に関すること 

・特別支援学級に在籍しています。中学校の進路に 

ついて迷っています。 

   

●高校受験や進路に関すること 

・特別支援学級在籍ですが高校受験はできますか。 

・病気のため休まずに登校するのが難しい状態です。 

学べる高校はありますか。 

  

●身体の不自由さのあるお子さんの学校生活に関す

ること 

・自立活動について教えてください。 

・教材・教具や補助具について教えてください。 

・体育の授業にどのように参加させたらよいですか。 

 

●病気のお子さんの学校生活に関すること 

・病気のことを学校にどのように伝えてわかってもら 

えばよいですか。 

・病気のお子さんに学校でどのような配慮をしたらよ 

いですか。 

 

●施設・設備等に関すること 

・新しく特別支援学級ができます。どんな施設設備 

があればよいですか。 

 

 

【来校での相談】 

●本校に直接お越しください。 

本校は県立こども病院に併設しています。 

 

【電話での相談】 

●電話で相談ができます。 

 

【学校等へ訪問しての相談】 

●本校職員が，幼稚園・保育所，小中学校，高校，

その他関係機関に訪問し，お子さんの様子を見 

ながら相談することができます。 

 

 

 

 

  ●各種研修会のご案内 

●肢体不自由・病弱に関する研修会の講師の 

派遣 

●教材教具の貸し出し 

●図書の貸し出し 

 

 

 

教育相談とは・・・ こんなことで困っていませんか？ 

こんな活動も行っています 

どこで相談できますか？ 

相談を利用できる人は・・・ 

 


